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１【提出理由】

有限会社ケイアイエンタプライズ（以下「公開買付者」といいます。）が平成29年11月９日から平成29年12月21日ま

でを公開買付期間として実施しておりました当社の発行済普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買

付け（以下「本公開買付け」といいます。）により、当社の親会社に異動がありますので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の各規定に基づき、本報告書を提出するものであり

ます。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

（新たに親会社となるもの）

①　名称　　　　　有限会社ケイアイエンタプライズ

②　住所　　　　　京都府京都市右京区嵯峨小倉山堂ノ前町10番地

③　代表者の氏名　代表取締役　　上原　一晃

④　資本金　　　　10,000,000円

⑤　事業の内容　　当社の株券等を取得及び所有すること等

 

(2）当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

 議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 3,280個 11.49％

異動後 23,755個 83.20％

（注１）「総株主等の議決権の数に対する割合」は、当社が平成29年11月13日に公表した第71期第２四半期報告書（以

下「当社第２四半期報告書」といいます。）に記載された平成29年９月30日現在の発行済株式総数

（24,053,942株）を基に当社が実施した平成29年10月１日を効力発生日として普通株式５株を１株の割合とす

る株式併合（以下「平成29年10月１日付株式併合」といいます。）による株式数の変動を考慮した発行済株式

総数（4,810,788株）から、当社第２四半期報告書に記載された平成29年９月30日現在の当社が所有する自己

株式数（9,776,957株）を基に平成29年10月１日付株式併合による株式数の変動を考慮した自己株式数

（1,955,391株）を除いた数（2,855,397株）に係る議決権の数（28,553個）を分母として計算しております。

（注２）「総株主等の議決権の数に対する割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 

(3）異動の理由及びその年月日

①　当該異動の理由

当社は、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式2,047,571株の応募があった旨の報告を受け

ました。この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成29年12月28日（本公開買付けの決済の開始日）

付けで、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の議決権所有割合が50％を超えることとなるため、公開買付者

は、新たに当社の親会社に該当することになります。

 

②　当該異動の年月日

平成29年12月28日（本公開買付けの決済の開始日）

 

(4）その他の事項

本報告書提出日現在の資本金の額　　5,549百万円

発行済株式総数　　4,810,788株

 

以　上
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